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１．１．１．１．はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

近年，CO2 排出量削減等の環境問題や石油枯渇問題

等を背景として，エネルギー効率や CO2排出量に優れ

た性能を持つ電気自動車（EV・PHV）の普及が期待さ

れている 1)．しかしながら現状は，従来のガソリン自

動車と比較し航続距離が短く，かつ充電施設数がガソ

リンスタンドに比べ極端に少ないことから，EV 利用

において「充電切れ」に対する不安を払拭できない課

題がある． 

このため，EV・PHV 普及のためには，「充電施設

の位置情報提供による EV・PHV 利用者の安心感・利

便性の向上」が必要である． 

一方で，自動車メーカや石油元売会社等において充

電施設の位置情報提供サービスが始まっているが，地

域／企業ごとに独自の仕様で独自のエンドユーザへ提

供されており，広域に移動する場合などに情報が得ら

れない恐れがある． 

EV・PHV 利用者に対し「より効率的かつ円滑な情

報提供」を行うためには，流通する情報の項目等の標

準化や，充電施設情報を一元的に集約・提供するサー

ビスが必要とされている． 

そこで筆者らは，EV・PHV の充電施設情報が統一

的な形式で流通する仕組みについて研究を行っている． 

具体的には，充電施設情報の要件を整理した上で

「EV・PHV 充電施設情報流通仕様（案）」（以下，

「情報流通仕様」とする．）を策定・改定した．また，

実験用の「充電施設情報集約・提供システム」（以下，

「充電施設システム」という．）を構築するとともに，

当該システムを用いた実証実験を行った． 

本稿では，仕様案の策定や実証実験から得られた社

会的効果について紹介する． 

 

２．２．２．２．情報流通仕様情報流通仕様情報流通仕様情報流通仕様のののの策定及び改定策定及び改定策定及び改定策定及び改定    

  

（１）（１）（１）（１）情報流通仕様情報流通仕様情報流通仕様情報流通仕様に必要な要件の整理に必要な要件の整理に必要な要件の整理に必要な要件の整理    

情報流通仕様の策定に必要な要件について，自動車

メーカ，石油元売会社等の民間企業，大学，関連団体

を対象に意見交換を行い整理した． 

 その結果は，表－１表－１表－１表－１の示すとおり，フォーマットに

関する要件と運用に関する要件に整理した．「フォー

マット」は，情報の提供形式や整備する情報項目の内

容等に関する要件である．また「運用」は，情報のバ

ージョン管理や充電施設の位置特定，情報更新のタイ

ミング等に関する要件である． 

（２）情報流通仕様の策定（２）情報流通仕様の策定（２）情報流通仕様の策定（２）情報流通仕様の策定    

前項の要件を踏まえ，流通させる充電施設情報に関

する項目等を整理した「情報流通仕様」Ver1.0 を策定 
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 種類  要件 

1-1 フォーマットは国内外で汎用的に用い

られる形式を採用する 

1 フォーマット 

1-2 提供する情報項目については、将来の

技術革新、普及状況を見据え拡張性を

もたす 

2-1 情報を利用する主体において、情報の

バージョン管理を可能とする 

2-2 充電施設の位置特定方法を明記し、位

置精度を確保する 

2-3 1 日 1 回程度の情報更新が行われるサ

ービスが対象であることを念頭に、情

報更新頻度についても記載する 

2 運用 

2-4 充電施設が廃止された場合の情報提供

も含め、情報提供者から情報が継続的

に提供されることを考慮する 

    

した．    

 情報流通仕様 Ver1.0 の策定にあたっては，民間企業

7 グループ 9 社と国土技術政策総合研究所による

「EV・PHV 充電施設に関する地理空間情報に向けた

共同研究」を立ち上げ，仕様について検討・素案作成

を行った．また，策定した素案は，60 以上の組織から

構成される「EV・PHV 充電施設情報に関する検討会」

（経済産業省の協力を得て国土交通省が設置）による

検討・討議を行い，内容について公正を期すとともに

精度を高めた． 

 情報流通仕様の概要を以下に示す 2)． 

    aaaa）適用範囲）適用範囲）適用範囲）適用範囲    

情報流通仕様は，充電施設に関する情報を整備・

提供する事業者等と，当該情報を利用する事業者等

の間を適用範囲とした． 

bbbb）情報項目）情報項目）情報項目）情報項目 

情報項目は，表－１表－１表－１表－１の要件 1-2 を踏まえ，「位置

情報を中心とした基本的なサービス」を提供するた

めに最低限必要な項目を「基本項目」として情報流

通仕様に定義した．また，「付加的なサービス項目」

（例：満空情報）は「拡張項目」として，今後必要

に応じ情報流通仕様を別途検討することとした． 

なお項目設定にあたっては，表－１表－１表－１表－１の要件 2-1 を

踏まえ，情報のバージョン管理が可能なように整理

した． 

 cccc）フォーマット規定）フォーマット規定）フォーマット規定）フォーマット規定    

フォーマットは、利用場面や用途を考慮し，

CFIML（Charge Facility Information Markup Language）

文書及び RSS（Really Simple Syndication）文書の 2

種類を規定した． 

CFIML文書は，充電施設の情報項目すべてを網羅

した JPGIS 準用のフォーマットであり，一方の RSS

文書は，RSS2.0 及び GeoRSS で適用可能な情報項目

に限定したフォーマットである． 

なお，表－１表－１表－１表－１の要件 1-1 を踏まえ，いずれの規定

においても記述する言語は，W3C（World Wide Web 

Consortium）が策定し現在主流となっている 3)XML

（eXtensible Markup Language）を採用した． 

dddd）運用規定）運用規定）運用規定）運用規定 

フォーマット規定に従い作成された充電施設情報

について，表－１表－１表－１表－１の要件2-2，2-3及び2-4を踏まえ，

緯度経度等の情報収集方法，情報更新方法，情報管

理の留意点等，情報の運用に関する事項を運用規定

として整理した． 

（３）情報流通仕様の妥当性確認（３）情報流通仕様の妥当性確認（３）情報流通仕様の妥当性確認（３）情報流通仕様の妥当性確認    

情報流通仕様で規定している情報項目は，前述の共

同研究及び検討会の議論を経た実用性の高いものであ

るが，実際に利用した場合に，登録が難しい必須項目

や，逆に不足している項目が存在する恐れもある． 

 そこで，必須項目の妥当性や不足項目の有無等につ

いて検証を行った． 

a) a) a) a) 充電施設システムの構築充電施設システムの構築充電施設システムの構築充電施設システムの構築    

 情報流通仕様で規定している情報項目の妥当性を

検証するため，また，３章で述べる登録された充電

施設情報を利用し情報流通仕様に則った情報流通に

よる社会的効果を検証するため，国土技術政策総合

研究所において充電施設システムを構築した． 

充電施設システムの利用イメージを，図図図図－－－－１１１１に示

す．予めユーザ登録を行いログインすることで，情

報整備・提供事業者は充電器情報が登録でき，情報

利用事業者は CFIML 文書及び RSS 文書で充電施設

情報をダウンロードし利用することができる． 

    b) b) b) b) アンケートの実施アンケートの実施アンケートの実施アンケートの実施    

  前項で構築した充電施設システムへユーザ登録を

行った利用者に対し，情報項目や定義域等情報流通

仕様の内容のアンケート調査を行った． 

  アンケート結果における利用者からの主な意見に

ついては，表－２表－２表－２表－２のとおりである． 

（４）情報流通仕様の改定（４）情報流通仕様の改定（４）情報流通仕様の改定（４）情報流通仕様の改定    

前項のアンケート結果，及び充電施設システムに登

録されているデータを分析した結果を踏まえ，情報流

通仕様を Ver1.1 として改定した． 

 

 

 

 図－１図－１図－１図－１    充電施設システムの利用イメージ 

表表表表－１－１－１－１    情報流通仕様に対する要件 
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1 最低限必要な基本情報のみ必須項目とし，それ以外は

任意項目としてほしい． 

2 充電施設情報と充電器情報で事業者に関する項目が重

複している 

3 ｢利用制限/利用可能時間｣は，平日の曜日を分けないの

であれば，土曜/日曜の区別も必要ない． 

4 料金，課金情報は今後必要． 

5 伝送される CFIML が，情報流通仕様のどのバージョ

ンに該当するか記載する項目が必要． 

充電器の緯度経度を入手するのは困難． 6 

広い充電施設の場合は，充電器の位置は重要． 

 

 主な改定点は以下のとおりである．なお，改定され

た情報流通仕様 Ver1.1 は，国土技術政策総合研究所の

HP で公開している 4)． 

a) a) a) a) 複数の情報項目複数の情報項目複数の情報項目複数の情報項目のののの｢必須｣｢必須｣｢必須｣｢必須｣・・・・｢任意｣｢任意｣｢任意｣｢任意｣をををを変更変更変更変更    

  表－２表－２表－２表－２のアンケートによる意見1及び6を踏まえ， 

Ver1.0 の風数の項目で必須・任意の変更を行った．

必須・任意を変更した主な情報項目は，表－３表－３表－３表－３のと

おりである． 

  ただし，充電器の緯度経度については，入手が困

難という意見がある一方，広い充電施設については

充電器の位置が重要であるという意見もあることか

ら，基本的には任意だが，広い充電施設の場合は充

電器の緯度経度について入力を促すよう，情報流通

仕様内に注記を追加した． 

b) b) b) b) 事業者情報の統一事業者情報の統一事業者情報の統一事業者情報の統一    

  表－２表－２表－２表－２のアンケートによる意見 2を踏まえ，事業

者に関する項目は共通事項として，新たに「説明情

報」という位置づけを設け項目を集約することとし

た． 

cccc) ) ) ) 不足項目の追加不足項目の追加不足項目の追加不足項目の追加・見直し・見直し・見直し・見直し    

  表－２表－２表－２表－２のアンケートによる意見 3，4 及び 5 を踏ま

え，Ver1.0 では不足していた複数の項目について，

新たな項目追加や項目見直しを行った． 

 

３．実証実験による社会的効果３．実証実験による社会的効果３．実証実験による社会的効果３．実証実験による社会的効果    

 

 充電施設システムに登録された充電施設情報を利用

し，    策定した情報流通仕様に則って情報を流通させる

ことによる社会的効果を評価するため，充電施設シス

テムから，共同研究者の試験的な Webページや実験用

カーナビゲーションシステムへ充電施設情報を提供し，

実証実験を行った．    

 実証実験では，共同研究者ごとに目的を設定したう

えで，実験用カーナビゲーションシステムより被験者 

に充電施設情報を提供するとともにアンケートを実施

する等により，環境負荷軽減，安全安心の向上，及び

EV・PHV への買い替え促進等市場への影響を評価し

た． 

 
 項目名 Ver1.0 Ver1.1 

1 (充電器の)経度緯度 必須 任意 

2 (充電器の)地図の種類 必須 任意 

3 高さ方向の位置 必須 任意 

4 コンセントプラグ形状 条件付必須 任意 

5 充電ケーブルの規格 条件付必須 任意 

6 充電プロトコル 任意 条件付必須 

7 (充電器)型式 条件付必須 任意 

8 (充電器)製造番号 条件付必須 任意 

＊括弧内は補足(情報流通仕様の情報項目にはない) 

 

（１）（１）（１）（１）環境負荷軽減環境負荷軽減環境負荷軽減環境負荷軽減    

充電施設の位置を提供することで，充電器を探す「さ

まよい走行」による，走行距離・走行時間の削減が期

待できる．    

A 社が実施した実証実験では，充電施設システムで

提供されている「充電器の緯度経度」及び「充電器の

出入口の緯度経度」のデータを被験者へ提供すること

による効果を検証した． 

その結果，図図図図－２－２－２－２のとおり，通常どおり充電施設を

目的地とした場合に比べ，充電器の出入口を目的地と

した場合は，9 地点の合計（被験者 3 名の平均）で走

行距離が 32％削減，走行時間が 44％削減された．  

（２）（２）（２）（２）安全安心の向上安全安心の向上安全安心の向上安全安心の向上    

充電施設の位置を提供することで，EV 走行中の「充

電切れ」に対する不安が減り，安心感向上につながる

ことが期待できる．    

B 社が実施した実証実験では，EV を業務で利用して

いる法人に対し，充電施設システムから提供される充

電施設情報を搭載したカーナビゲーションシステムと

搭載しないカーナビゲーションシステムを利用して頂

き，EV 利用における充電施設情報の必要性に関する

アンケートを実施した． 

その結果，図－３図－３図－３図－３のとおり，「EV 利用時における

航続距離（充電残量）に関する不安」については，充

電施設情報提供の有無による違いはなかった。しかし

ながら，「EV利用時における充電施設情報を搭載し 

 

 

表－３表－３表－３表－３    必須・任意を変更した主な項目 表－２表－２表－２表－２    アンケート結果における主な意見 

図図図図－－－－２２２２    案内方法による走行距離・時間削減効果 
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たカーナビゲーションシステムの必要性」については，

図図図図－４－４－４－４のとおり，必要という回答が 90％近くを占め，

なおかつ「とても必要」という回答が，充電施設情報

を搭載したカーナビゲーションシステムを利用した場

合に大きく伸びていることが確認された． 

このことから，現時点では充電施設数の不足により，

充電施設情報を提供する効果は限定的だが，従来より

情報提供自体の重要性は広く認識されており，かつ実

際に提供された情報を利用することで，より重要性が

認識されたことが分かる． 

（３）市場への影響（３）市場への影響（３）市場への影響（３）市場への影響    

充電施設の位置情報を提供することで，カーナビゲ

ーションシステムや EV の購入意欲が向上することが

期待できる． 

C 社が実施した実証実験では，充電施設システムか

ら提供される充電施設情報を搭載したカーナビゲーシ

ョンシステムをエンドユーザに利用して頂き，購入意

欲等に関するアンケートを実施した． 

アンケート項目のうち，「最新の充電施設情報を適

時取り込むことができるカーナビゲーションシステム

の購入意欲」の回答を図図図図－５－５－５－５((((左左左左))))に示す．購入に肯定

的な回答が 65％にのぼり，購入に否定的な回答（20％）

を大きく上回った． また，「充電施設情報が充実する

ことによる EV 購入意欲」の回答を図図図図－－－－５５５５((((右右右右))))に示す．

EV を購入したいとの回答が 75％にのぼった．  

これらから，充電施設情報が流通することが，カー

ナビゲーションシステムや EV 購入の大きなインセン

ティブになりうることが期待できる． 

 

 

 

４．おわりに４．おわりに４．おわりに４．おわりに    

本研究により，充電施設情報の流通に必要な，統一

された仕様である「EV・PHV 充電施設情報流通仕様

（案）」の Ver1.1 を策定・公開することができた． 

また，充電施設システムを構築し実証実験を行うこ

とで，統一的な形式による流通が，EV・PHV 普及に

向けた社会的効果があることを確認した． 

今後は，本研究で策定した情報流通仕様が民間企業

等で用いられるよう技術的指導等の支援を継続して行

っていくとともに，標準化への取り組みも検討する．

併せて，満空情報や課金認証サービス等で必要となる

動的な充電施設の情報についても，情報流通仕様の策

定を行う． 
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